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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　浴槽と貯湯タンクとを有し、該浴槽と該貯湯タンクとが還流管路で連通され、該還流管
路に設けられたポンプにより該貯湯タンクの貯水を該浴槽に移す入浴装置において、
洗浄剤を投入した貯水を攪拌する攪拌装置を該浴槽又は該貯湯タンクに備え、
該還流管路を構成する２本の管路の間を連通する連絡管路を設け、
該還流管路と該連絡管路とを用いて、該攪拌された貯水を、該浴槽、該連絡管路及びその
間の該還流管路、又は該貯湯タンク、該連絡管路及びその間の該還流管路を循環させるこ
とを特徴とする入浴装置。
【請求項２】
　貯水の排水装置を備え、
前記攪拌された貯水を循環又は還流させた後、
該貯水を所定時間、前記浴槽、前記貯湯タンク、前記還流管路又は前記連絡管路に浸漬後
、再び循環又は還流させてから該排水装置を用いて排水することを特徴とする請求項１記
載の入浴装置。
【請求項３】
　前記攪拌装置が、前記浴槽に設けられた気泡発生装置であることを特徴とする請求項１
又は請求項２記載の入浴装置。
【請求項４】
　浴槽と貯湯タンクとを有し、該浴槽と該貯湯タンクとが還流管路で連通され、該還流管
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路に設けられたポンプにより該貯湯タンクの貯水を該浴槽に移す入浴装置の洗浄方法にお
いて、
洗浄剤を貯水に投入し、該貯水を該浴槽又は該貯湯タンクで攪拌した後、
該還流管路と該還流管路を構成する２本の管路の間を連通する連絡管路とを用いて、該攪
拌された貯水を、該浴槽、該連絡管路及びその間の該還流管路、又は該貯湯タンク、該連
絡管路及びその間の該還流管路を循環させることを特徴とする入浴装置の洗浄方法。
【請求項５】
　前記攪拌された貯水を循環又は還流させた後、
該貯水を所定時間、前記浴槽、前記貯湯タンク、前記還流管路又は前記連絡管路に浸漬後
、再び循環又は還流させてから排水することを特徴とする請求項４記載の入浴装置の洗浄
方法。
【請求項６】
　前記貯水の攪拌を、前記浴槽に設けられた気泡発生装置で行うことを特徴とする請求項
４又は請求項５記載の入浴装置の洗浄方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、浴槽と貯湯タンクとを有し貯湯タンクの貯水を浴槽に移す構造の入浴装置及
び入浴装置の洗浄方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、車椅子に座位する入浴者を、その乗座部ごと浴槽内に搬入させたり、担架に
乗せた入浴者を、その担架ごと浴槽内に搬入して入浴させる入浴装置が提供されている（
例えば、特許文献１）。この入浴装置は、浴槽と貯湯タンクとを有し、浴槽と貯湯タンク
とが還流管路で連通され、還流管路に設けられたポンプにより貯湯タンクの貯水を浴槽に
移すことにより入浴を可能としている。この入浴装置は、次の入浴者の入浴に先立ち、浴
槽内のお湯を貯湯タンク内へ一旦回収した状態において、貯湯タンク内のお湯を薬液注入
による殺菌により、衛生的になったお湯を再び浴槽に戻し、このお湯を浴槽内に停滞又は
循環濾過して入浴が行われることようにしている。
【特許文献１】特開２００２－２８２１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、従来の入浴装置では、お湯に薬液を注入してお湯自体の殺菌は行うもの
の、浴槽、管路及び貯湯タンクの洗浄を行う手段を有していないことから、浴槽、管路及
び貯湯タンクに付着した汚れや菌を取り除くことができず、入浴装置を清潔に保つことが
困難である。
【０００４】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、攪拌されて洗浄剤の濃度が一定に
なった貯水で、浴槽、還流管路及び貯湯タンクの洗浄が可能な入浴装置及び入浴装置の洗
浄方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１記載の入浴装置は、洗浄剤を投入した貯水を攪拌する攪拌装置を浴槽又は貯湯
タンクに備え、還流管路を構成する２本の管路の間を連通する連絡管路を設け、還流管路
と連絡管路とを用いて、攪拌された貯水を、浴槽、連絡管路及びその間の還流管路、又は
貯湯タンク、連絡管路及びその間の還流管路を循環させることを特徴とする。
【０００６】
　請求項２記載の入浴装置は、貯水の排水装置を備え、攪拌された貯水を循環又は還流さ
せた後、貯水を所定時間、浴槽、貯湯タンク、還流管路又は連絡管路に浸漬後、再び循環
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又は還流させてから排水装置を用いて排水することを特徴とする。
【０００７】
　請求項３記載の入浴装置は、攪拌装置が、浴槽に設けられた気泡発生装置であることを
特徴とする。
【０００８】
　請求項４記載の入浴装置の洗浄方法は、洗浄剤を貯水に投入し、貯水を浴槽又は貯湯タ
ンクで攪拌した後、還流管路と還流管路を構成する２本の管路の間を連通する連絡管路と
を用いて、攪拌された貯水を、浴槽、連絡管路及びその間の還流管路、又は貯湯タンク、
連絡管路及びその間の還流管路を循環させることを特徴とする。
【０００９】
　請求項５記載の入浴装置の洗浄方法は、攪拌された貯水を循環又は還流させた後、貯水
を所定時間、浴槽、貯湯タンク、還流管路又は連絡管路に浸漬後、再び循環又は還流させ
てから排水することを特徴とする。
【００１０】
　請求項６記載の入浴装置の洗浄方法は、貯水の攪拌を、浴槽に設けられた気泡発生装置
で行うことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　請求項１及び請求項４の発明によれば、洗浄剤を投入した貯水を攪拌する攪拌装置を浴
槽又は貯湯タンクに備え、還流管路を構成する２本の管路の間を連通する連絡管路を設け
、還流管路と連絡管路とを用いて、攪拌された貯水を浴槽と連絡管路とその間の循環また
は貯湯タンクと連絡管路とその間の還流管路で循環させることから、洗浄すべき管路を短
く抑えることにより、攪拌されて洗浄剤の濃度が一定になった貯水で、勢いよく浴槽、還
流管路及び貯湯タンクの洗浄することができる。
【００１４】
　請求項２及び請求項５の発明によれば、攪拌された貯水を循環又は還流させた後、貯水
を所定時間、浴槽、貯湯タンク、還流管路又は連絡管路に浸漬後、再び循環又は還流され
てから排水装置を用いて排水することから、浴槽、貯湯タンク、還流管路又は連絡管路に
洗浄剤を留め置くことで汚れを剥がれやすくすることが可能である。
【００１５】
　請求項３及び請求項６の発明によれば、攪拌装置が、浴槽に設けられた気泡発生装置で
あることから、既存の装置を攪拌装置として用いることができ、装置のコストを抑えるこ
とが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の形態について図面を参照しながら具体的に説明する。本発明の形態にお
ける入浴装置は、浴槽と貯湯タンクとを有し、該浴槽と該貯湯タンクとが還流管路で連通
され、該還流管路に設けられたポンプにより該貯湯タンクの貯水を該浴槽に移すことによ
り入浴者が入浴可能となるものである。
【実施例１】
【００１８】
　図１は、本発明に係る入浴装置の第１の実施例を示す構造図である。図２は、同入浴装
置の動作を示すフローチャートである。図３及び図４は、同入浴装置の動作の詳細を示す
フローチャートである。
【００１９】
　図１において、入浴装置１は、開閉可能な扉６を備える浴槽５に車椅子に座位する入浴
者を、その乗座部ごと浴槽５内に搬入させる構造のものである。入浴装置１は、浴槽５に
お湯を供給する貯湯タンク１０を備えている。また、浴槽５には、気泡を発生させるため
の気泡発生装置７が設けられ、気泡を発生させるブロワ８からの気泡が浴槽５に放出され
る。浴槽５又は貯湯タンク１０に給湯する構造としては、給水管１２及び給湯管１３を介
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して入浴装置１の外部から供給されるお湯及び水を混同するミキシング１４を備え、ミキ
シング１４が管路２７に接続され、管路２７の一端がバルブ３４及び管路２６を介して浴
槽５に連通されている。また、管路２７の他端がバルブ３５及び管路２８を介して貯湯タ
ンク１０に連通されている。
【００２０】
　浴槽５と貯湯タンク１０との間には、管路２１，２２，２３，２４，２５が設けられて
いる。管路２１は、一端が浴槽５の底面に配管され分岐しており、他端の一方は貯湯タン
ク１０方向に伸びてバルブ３１が設けられ、他端の他方はバルブ３０を介して排水管２０
に接続されている。管路２１のバルブ３１の先は、管路２２が分岐するように設けられ、
分岐の一方にはポンプ１８が設けられ、分岐の他方にはバルブ３２が設けられている。バ
ルブ３２の先には管路２３が設けられ、管路２３は貯湯タンク１０の底位置に連通してい
る。
【００２１】
　ポンプ１８の先には、三叉のバルブ３３が設けられ、分岐の一方は管路２４を介して浴
槽５に連通している。また、バルブ３３の分岐の他方は、管路２５及びフィルタ１１を介
して貯湯タンク１０の中位置に連通している。尚、管路２５の途中には、管路２５内に薬
液を注入するための薬液タンク１５及び薬液注入ポンプ１６が設けられている。尚、本実
施例の入浴装置１は、浴槽５の扉６を開閉可能な構造であるが、本実施例の構造に限られ
るものではなく、扉６を有さず浴槽５の上方向からリフト等を用いて入浴者を入浴させる
ような構造のものであってもよい。
【００２２】
　次に、本実施例の入浴装置１の洗浄方法を説明する。尚、以後の本実施例の説明におい
て、括弧内の符号は図２～図４の符号に対応している。まず、入浴装置１の洗浄は、大き
く分けて３つの構成からなる。図２に示すように、洗浄工程（Ｓ１００）、中和工程（Ｓ
１５０）及びすすぎ工程（Ｓ１７０）である。尚、中和工程（Ｓ１５０）は洗浄剤の種類
により不要な場合もある。
【００２３】
　まず、洗浄工程（Ｓ１００）について説明する。最初に、浴槽５の扉６を締めてロック
し（Ｓ１０１）、洗浄剤を浴槽５に投入する（Ｓ１０２）。次に、入浴装置１に設けられ
た洗浄スイッチ（図示せず）がＯＮされると（Ｓ１０３－ＹＥＳ）、浴槽５に給湯される
（Ｓ１０４）。この浴槽５への給湯は、給水管１２及び給湯管１３を介してミキシング１
４で適温にされたお湯が、管路２７とバルブ３４を介して浴槽５に注ぎ込まれる流れで行
われる。浴槽５へ給湯が終わると、次に気泡発生装置７から気泡を発生させて浴槽５内の
洗浄剤を含むお湯の攪拌を行う（Ｓ１０５）。
【００２４】
　攪拌を所定時間行い（Ｓ１０６）、次に洗浄剤を攪拌したお湯を浴槽５から貯湯タンク
１０に還流させる（Ｓ１０７）。還流は、ポンプ１８を動作させた状態で、管路２１、バ
ルブ３１、管路２２、ポンプ１８、バルブ３３、管路２５及びフィルタ１１を介して行う
。これにより、洗浄剤を攪拌したお湯が、浴槽５から貯湯タンク１０に移動して、管路２
１、管路２２、ポンプ１８、バルブ３３及び管路２５が洗浄されることになる。
【００２５】
　次に、洗浄剤を攪拌したお湯を貯湯タンク１０から浴槽５に還流させる（Ｓ１０８）。
この還流は、ポンプ１８を動作させた状態で、管路２３、バルブ３２、管路２２、ポンプ
１８、バルブ３３及び管路２４を介して行う。これにより、洗浄剤を攪拌したお湯が、貯
湯タンク１０から浴槽５に移動して、管路２３、バルブ３２、管路２２、ポンプ１８、バ
ルブ３３及び管路２４が洗浄されることになる。浴槽５に洗浄剤を攪拌したお湯が溜めら
れた状態で、所定時間、浸漬を行う（Ｓ１０９、Ｓ１１０）。そして、予め定められた所
定回数、上述の還流を行うことになり（Ｓ１１１）、所定回数が終了すると（Ｓ１１１－
ＹＥＳ）、洗浄工程（Ｓ１００）が終了することになる。
【００２６】
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　次に、洗浄剤の種類により中和工程（Ｓ１５０）が必要な場合には中和を行うことにな
る。中和工程（Ｓ１５０）は、まず中和剤を洗浄剤を攪拌したお湯が溜まった浴槽５に投
入する（Ｓ１５１）。次に、入浴装置１に設けられた洗浄スイッチ（図示せず）がＯＮさ
れると（Ｓ１５２－ＹＥＳ）、気泡発生装置７から気泡を発生させて浴槽５内の中和剤を
含むお湯の攪拌を行う（Ｓ１５３）。
【００２７】
　攪拌を所定時間行い（Ｓ１５４）、次に中和剤を攪拌したお湯を浴槽５から貯湯タンク
１０に還流させる（Ｓ１５５）。還流は、ポンプ１８を動作させた状態で、管路２１、バ
ルブ３１、管路２２、ポンプ１８、バルブ３３、管路２５及びフィルタ１１を介して行う
。これにより、中和剤を攪拌したお湯が、浴槽５から貯湯タンク１０に移動して、管路２
１、管路２２、ポンプ１８、バルブ３３及び管路２５も中和されることになる。
【００２８】
　次に、中和剤を攪拌したお湯を貯湯タンク１０から浴槽５に還流させる（Ｓ１５６）。
この還流は、ポンプ１８を動作させた状態で、管路２３、バルブ３２、管路２２、ポンプ
１８、バルブ３３及び管路２４を介して行う。これにより、中和剤を攪拌したお湯が、貯
湯タンク１０から浴槽５に移動して、管路２３、バルブ３２、管路２２、ポンプ１８、バ
ルブ３３及び管路２４も中和されることになる。そして、浴槽５に戻った中和剤を攪拌し
たお湯を、バルブ３０及び排水管２０を介して排水する。ここまでが、中和工程（Ｓ１５
０）である。
【００２９】
　次に、すすぎ工程（Ｓ１７０）を行う。すすぎ工程（Ｓ１７０）で、まず、浴槽５に給
湯する（Ｓ１７１）。次に、お湯を浴槽５から貯湯タンク１０に還流させる（Ｓ１７１）
。還流は、ポンプ１８を動作させた状態で、管路２１、バルブ３１、管路２２、ポンプ１
８、バルブ３３、管路２５及びフィルタ１１を介して行う。これにより、お湯が浴槽５か
ら貯湯タンク１０に移動して、管路２１、管路２２、ポンプ１８、バルブ３３及び管路２
５がすすがれることになる。更に、お湯を貯湯タンク１０から浴槽５に還流させる（Ｓ１
７３）。この還流は、ポンプ１８を動作させた状態で、管路２３、バルブ３２、管路２２
、ポンプ１８、バルブ３３及び管路２４を介して行う。これにより、お湯が、貯湯タンク
１０から浴槽５に移動して、管路２３、バルブ３２、管路２２、ポンプ１８、バルブ３３
及び管路２４がすすがれることになる。そして、そして、浴槽５に戻ったお湯を、バルブ
３０及び排水管２０を介して排水する。
【００３０】
　そして、予め定められた所定回数、上述のすすぎを行うことになり（Ｓ１７１～Ｓ１７
４）、所定回数が終了すると（Ｓ１７５－ＹＥＳ）、すすぎ工程（Ｓ１７０）が終了する
ことになる。その後、扉６のロックを解除し（Ｓ１７６）、入浴装置１の電源スイッチが
自動的にＯＦＦになり（Ｓ１７７）、入浴装置１の洗浄が終了する。
【００３１】
　以上のように、本実施例の入浴装置１では、洗浄剤を投入したお湯（貯水）を攪拌する
攪拌装置である気泡発生装置７を浴槽５に備え、攪拌されたお湯（貯水）を、ポンプ１８
を用いて浴槽５と貯湯タンク１０との間で還流させることから、攪拌されて洗浄剤の濃度
が一定になったお湯（貯水）で、浴槽５、還流管路である管路２１，２２，２３，２４，
２５及び貯湯タンク１０の洗浄が可能である。また、ポンプ１８を用いて還流が、更に圧
力を加えるような構造を設け、水圧の高い状態で洗浄を向上させることも可能である。尚
、攪拌装置を貯湯タンク１０に設けることも可能である。また、本実施例では、まず最初
に給湯するのを浴槽５として説明しているので洗浄剤を浴槽５に投入するが、貯湯タンク
１０に最初に給湯又は給水する場合には最初に貯湯タンク１０に洗浄剤を投入するように
してもよい。更に、洗浄剤の投入を自動化することも可能である。更に、本実施例では、
浴槽５又は貯湯タンク１０の一方に一度に攪拌されたお湯（貯水）を還流させるように説
明したが、還流の他、浴槽５と貯湯タンク１０との間に、攪拌されたお湯（貯水）を循環
させるようにしてもよい。
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【００３２】
　また、本実施例では攪拌装置として気泡を発生する気泡発生装置７を用いていることか
ら、既存の装置を攪拌装置として用いることができ、装置のコストを抑えることが可能で
ある。尚、本実施例では攪拌装置として気泡発生装置７を用いたが、羽が回転する物等、
洗浄剤をお湯に攪拌できるものであればかまわない。更に、浴槽５に設けられた気泡発生
装置７は本来入浴時のために従来から設けられているもので、この従来からある気泡発生
装置７を洗浄に用いることで、入浴装置１のコストを上げることなく攪拌機能を備えさせ
ることが可能である。尚、上述の洗浄等の工程に関わる管路やバルブは、従来より入浴装
置１に設けられているもので、バルブ等の制御はソフトウェアで行うことが可能であるこ
とから、新たな部品の追加を避け、入浴装置１のコストを抑えることが可能である。
【００３３】
　また、攪拌された貯水を循環又は還流させた後、貯水を所定時間、浴槽５に浸漬後、再
び循環又は還流させて排水装置を用いて排水することから、浴槽５に洗浄剤を留め置くこ
とで汚れを剥がれやすくすることが可能である。尚、浸漬させるのは貯湯タンク１０や管
路内でもよく、貯湯タンク１０や管路内に洗浄剤を留め置くことで汚れを剥がれやすくす
ることが可能である。
【００３４】
　尚、本実施例では、お湯に洗浄剤を投入して洗浄を行う場合について説明したが、必ず
しもお湯である必要はなく、貯水は水であってもよい。また、本実施例では、洗浄剤の種
類により中和する工程も考慮しており、洗浄に用いた貯水を排水するにあたって環境汚染
を引き起こさない配慮を行っている。
【００３５】
　更に、本実施例の構造であれば、浴槽５又は貯湯タンク１０に大量に貯水を行うことな
く洗浄が可能であることから、洗浄にあたり水道代を抑えることが可能であると共に、洗
浄時間を短縮することが可能である。
【実施例２】
【００３６】
　次に、他の動作による入浴装置について説明する。尚、本実施例２の入浴装置の構造は
、実施例１と同様なので説明を省略し図１を基に動作を説明する。図５は、本発明に係る
入浴装置の第２の実施例を示すフローチャートである。図６は、同入浴装置の動作の詳細
を示すフローチャートである。
【００３７】
　次に、本実施例の入浴装置１の動作を説明する。尚、以後の本実施例の説明において、
括弧内の符号は図５及び図６の符号に対応している。洗浄工程について説明する。最初に
、浴槽５の扉６を締めてロックし（Ｓ２０１）、洗浄剤を浴槽５に投入する（Ｓ２０２）
。次に、入浴装置１に設けられた洗浄スイッチ（図示せず）がＯＮされると（Ｓ２０３－
ＹＥＳ）、浴槽５に給湯される（Ｓ２０４）。この浴槽５への給湯は、給水管１２及び給
湯管１３を介してミキシング１４で適温にされたお湯が、管路２７とバルブ３４を介して
浴槽５に注ぎ込まれる流れで行われる。浴槽５へ給湯が終わると、次に気泡発生装置７か
ら気泡を発生させて浴槽５内の洗浄剤を含むお湯の攪拌を行う（Ｓ２０５）。
【００３８】
　攪拌を所定時間行い（Ｓ２０６）、次に洗浄剤を攪拌したお湯を浴槽５から貯湯タンク
１０に還流させる（Ｓ２０７）。還流は、ポンプ１８を動作させた状態で、管路２１、バ
ルブ３１、管路２２、ポンプ１８、バルブ３３、管路２５及びフィルタ１１を介して行う
。これにより、洗浄剤を攪拌したお湯が、浴槽５から貯湯タンク１０に移動して、管路２
１、管路２２、ポンプ１８、バルブ３３及び管路２５が洗浄されることになる。
【００３９】
　次に、洗浄剤を攪拌したお湯を貯湯タンク１０から浴槽５に還流させる（Ｓ２０８）。
この還流は、ポンプ１８を動作させた状態で、管路２３、バルブ３２、管路２２、ポンプ
１８、バルブ３３及び管路２４を介して行う。これにより、洗浄剤を攪拌したお湯が、貯
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湯タンク１０から浴槽５に移動して、管路２３、バルブ３２、管路２２、ポンプ１８、バ
ルブ３３及び管路２４が洗浄されることになる。浴槽５に洗浄剤を攪拌したお湯が溜めら
れた状態で、所定時間、浸漬を行う（Ｓ２０９、Ｓ２１０）。
【００４０】
　次に、浴槽５の洗浄剤を攪拌したお湯を、ポンプ１８を動作させた状態で、管路２０、
バルブ３１、管路２２、ポンプ１８、バルブ３３及び管路２４を介して、浴槽５側で循環
させる（Ｓ２１１）。この浴槽側循環を所定時間行うようにする（Ｓ２１２）。浴槽側循
環が終わると（Ｓ２１２－ＹＥＳ）、上述の方法で洗浄剤を攪拌したお湯を浴槽５から貯
湯タンク１０に還流させる（Ｓ２１３）。そして、貯湯タンク１０の洗浄剤を攪拌したお
湯を、ポンプ１８を動作させた状態で、管路２３、バルブ３２、管路２２、ポンプ１８、
バルブ３３、管路２５及びフィルタ１１を介して、貯湯タンク１０側で循環させる（Ｓ２
１４）。この貯湯タンク側循環を所定時間行うようにする（Ｓ２１５）。そして、還流（
Ｓ２０７）から貯湯タンク側循環（Ｓ２１５）を所定回数繰り返し、その後、貯湯タンク
１０の洗浄剤を攪拌したお湯を浴槽５に還流して（Ｓ２１７）、洗浄工程を終了する。
【００４１】
　次に、洗浄剤の種類により中和工程が必要な場合には中和を行うことになる。中和工程
は、まず中和剤を洗浄剤を攪拌したお湯が溜まった浴槽５に投入する（Ｓ２５１）。次に
、入浴装置１に設けられた洗浄スイッチ（図示せず）がＯＮされると（Ｓ２５２－ＹＥＳ
）、気泡発生装置７から気泡を発生させて浴槽５内の中和剤を含むお湯の攪拌を行う（Ｓ
２５３）。
【００４２】
　攪拌を所定時間行い（Ｓ２５４）、次に中和剤を攪拌したお湯を浴槽５から貯湯タンク
１０に還流させる（Ｓ２５５）。還流は、ポンプ１８を動作させた状態で、管路２１、バ
ルブ３１、管路２２、ポンプ１８、バルブ３３、管路２５及びフィルタ１１を介して行う
。これにより、中和剤を攪拌したお湯が、浴槽５から貯湯タンク１０に移動して、管路２
１、管路２２、ポンプ１８、バルブ３３及び管路２５も中和されることになる。
【００４３】
　次に、中和剤を攪拌したお湯を貯湯タンク１０から浴槽５に還流させる（Ｓ２５６）。
この還流は、ポンプ１８を動作させた状態で、管路２３、バルブ３２、管路２２、ポンプ
１８、バルブ３３及び管路２４を介して行う。これにより、中和剤を攪拌したお湯が、貯
湯タンク１０から浴槽５に移動して、管路２３、バルブ３２、管路２２、ポンプ１８、バ
ルブ３３及び管路２４も中和されることになる。そして、浴槽５に戻った中和剤を攪拌し
たお湯を、バルブ３０及び排水管２０を介して排水する（Ｓ２５５）。ここまでが、中和
工程である。
【００４４】
　次に、すすぎ工程を行う。すすぎ工程で、まず、浴槽５に給湯する（Ｓ２７１）。次に
、浴槽５のお湯を、ポンプ１８を動作させた状態で、管路２０、バルブ３１、管路２２、
ポンプ１８、バルブ３３及び管路２４を介して、浴槽５側で循環させる（Ｓ２７２）。こ
の浴槽側循環を所定時間行うようにする（Ｓ２７３）。浴槽側循環が終わると（Ｓ２７３
－ＹＥＳ）、お湯を浴槽５から貯湯タンク１０に還流させる（Ｓ２７４）。還流は、ポン
プ１８を動作させた状態で、管路２１、バルブ３１、管路２２、ポンプ１８、バルブ３３
、管路２５及びフィルタ１１を介して行う。これにより、お湯が浴槽５から貯湯タンク１
０に移動して、管路２１、管路２２、ポンプ１８、バルブ３３及び管路２５がすすがれる
ことになる。
【００４５】
　そして、貯湯タンク１０のお湯を、ポンプ１８を動作させた状態で、管路２３、バルブ
３２、管路２２、ポンプ１８、バルブ３３、管路２５及びフィルタ１１を介して、貯湯タ
ンク１０側で循環させる（Ｓ２７５）。この貯湯タンク側循環を所定時間行うようにする
（Ｓ２７６）。次に、お湯を貯湯タンク１０から浴槽５に還流させる（Ｓ２７７）。この
還流は、ポンプ１８を動作させた状態で、管路２３、バルブ３２、管路２２、ポンプ１８
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５に移動して、管路２３、バルブ３２、管路２２、ポンプ１８、バルブ３３及び管路２４
がすすがれることになる。そして、そして、浴槽５に戻ったお湯を、バルブ３０及び排水
管２０を介して排水する（Ｓ２７８）。
【００４６】
　そして、予め定められた所定回数、上述のすすぎを行うことになり（Ｓ２７１～Ｓ２７
８）、所定回数が終了すると（Ｓ２７９－ＹＥＳ）、すすぎ工程が終了することになる。
その後、扉６のロックを解除し（Ｓ２８０）、入浴装置１の電源スイッチが自動的にＯＦ
Ｆになり（Ｓ２８１）、入浴装置１の洗浄が終了する。
【００４７】
　以上のように、本実施例の入浴装置１によれば、実施例１の効果に加え、管路２１、２
２、２３及び管路２４、２５からなる還流管路を構成する２本の管路の間を連通する連絡
管路（本実施例では管路２２に接続されたポンプ１８及びバルブ３３により構成）を設け
、還流管路と連絡管路とを用いて、攪拌された貯水を浴槽５側又は貯湯タンク１０側で循
環させることから、洗浄すべき管路を短く抑えることにより、攪拌されて洗浄剤の濃度が
一定になった貯水で、勢いよく浴槽５、還流管路及び貯湯タンク１０の洗浄することがで
きる。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　以上のように、本発明の入浴装置は、攪拌されて洗浄剤の濃度が一定になった貯水で、
浴槽、還流管路及び貯湯タンクの洗浄が可能な入浴装置及び入浴装置の洗浄方法を提供す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明に係る入浴装置の第１の実施例を示す構造図である。
【図２】同入浴装置の動作を示すフローチャートである。
【図３】同入浴装置の動作の詳細を示すフローチャートである。
【図４】同入浴装置の動作の詳細を示すフローチャートである。
【図５】本発明に係る入浴装置の第２の実施例を示すフローチャートである。
【図６】同入浴装置の動作の詳細を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００５０】
１・・・・・・・入浴装置
５・・・・・・・浴槽
６・・・・・・・扉
７・・・・・・・気泡発生装置
８・・・・・・・ブロワ
１０・・・・・・貯湯タンク
１１・・・・・・フィルタ
１２・・・・・・給水管
１３・・・・・・給湯管
１４・・・・・・ミキシング
１５・・・・・・薬液タンク
１６・・・・・・薬液注入ポンプ
１８・・・・・・ポンプ
２０・・・・・・排水管
２１～２８・・・管路
３０～３５・・・バルブ
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